
その3

65
歳
以
上
の
皆
様
へ 

市
県
民
税
が
大
き
く
変
わ
り
ま
す
！ 

６５
歳
以
上
の
人
の
税
金
が
増
え

る
っ
て
本
当
？ 

増
え
ま
す（
事
例
１
） 

　
高
齢
者
の
控
除
な
ど
が
、
平
成
１８
年
度
か

ら
大
き
く
変
わ
っ
て
い
ま
す
。 

　
そ
の
た
め
、
平
成
１９
年
度
市
県
民
税
の
税

額
は
、
例
え
ば
６５
歳
以
上
で
年
金
収
入
が

2
5
0
〜
3
5
0
万
円
程
度
の
か
た
だ
と
、

年
間
で
１８
年
度
の
税
額
の
2
倍
前
後
に
な
り

ま
す
。 

年
金
収
入
と
年
金
所
得
と
は
ど

う
違
う
の
？
税
金
の
計
算
は
ど

う
い
う
仕
組
み
な
の
？ 

年
金
所
得
や
市
県
民
税
が
増
え

る
こ
と
で
、
国
民
健
康
保
険
税

や
福
祉
の
制
度
な
ど
に
影
響
は

あ
り
ま
す
か
？ 

大
き
く
影
響
し
ま
す 

　
年
金
所
得
の
増
や
市
県
民
税
が
非
課
税
か

ら
課
税
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
民
健
康

保
険
税
・
介
護
保
険
料
・
福
祉
サ
ー
ビ
ス
な

ど
の
利
用
料
区
分
の
決
定
・
各
種
助
成
制
度
・

各
種
軽
減
の
判
定
な
ど
に
大
き
く
影
響
し
、

負
担
が
増
え
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。 

【
説
明
】
市
県
民
税
が
算
定
の
基
礎
と
な
る

制
度
が
多
く
あ
り
ま
す
。
扶
養
控
除
、
社

会
保
険
料
控
除
、
医
療
費
控
除
、
生
命
保

険
料
控
除
、
損
害
保
険
料
控
除
な
ど
を
申

告
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
市
県
民
税
が
減

額
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ぜ
ひ
市
県

民
税
の
申
告
を
し
ま
し
ょ
う
。 

と
　
き
▼ 

○
大
野
税
務
署
主
催 

　
2
月
6
日（
火
）、7
日（
水
） 

　
い
ず
れ
も
午
前
9
時
〜
午
後
4
時 

○
勝
山
市
税
務
課
主
催 

2
月
8
日（
木
）、9
日（
金
）、１３
日（
火
）、

１４
日（
水
）、１５
日（
木
） 

い
ず
れ
も
午
前
9
時
〜
午
後
4
時
 

※
混
雑
を
避
け
る
た
め
、
該
当
者
に
ご
案
内

し
た
日
時
と
し
ま
す
が
、
特
に
ご
都
合
が

悪
い
場
合
は
、
都
合
の
つ
く
日
に
お
越
し

く
だ
さ
い 

と
こ
ろ
▼
勝
山
市
教
育
会
館
3
階
 

 
第
１
研
修
室
 

確
定
申
告
に
必
要
な
も
の
▼ 

①
「
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
」（
2
カ
所

以
上
の
公
的
年
金
等
の
収
入
が
あ
る
場
合

は
、
全
て
の
源
泉
徴
収
票
。
年
金
改
定
通

知
書
や
振
込
の
お
知
ら
せ
で
は
申
告
で
き

ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
） 

　
　
ご
夫
婦
の
場
合
は
2
名
分
を
持
参
し
て

く
だ
さ
い
。
配
偶
者
控
除
、
配
偶
者
特
別

控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。 

②
国
民
健
康
保
険
税
の
領
収
書
等
、
生
命
保

険
料
や
損
害
保
険
料
の
控
除
証
明
書 

③
認
印
、
ボ
ー
ル
ペ
ン
等
筆
記
用
具
、
計
算

機
、
障
害
の
あ
る
か
た
は
身
体
障
害
者
手

帳
等 

④
預
金
通
帳
ま
た
は
金
融
機
関
名
と
口
座
番

号
（
本
人
名
義
の
も
の
） 

⑤
年
金
以
外
の
収
入
が
あ
る
場
合
、
収
入
の

計
算
に
必
要
な
書
類 

【
申
告
と
納
税
は
期
限
内
に
！
】 

　
申
告
と
納
税
の
期
限
は 

申
告
所
得
税
▼
3
月
１５
日（
木
） 

個
人
事
業
者
の
消
費
税
お
よ
び
地
方
税
▼ 

　
4
月
2
日（
月
） 

【
振
替
納
税
の
ご
利
用
を
！
】 

　
振
替
納
税
は
、
金
融
機
関
や
税
務
署
に
出

向
か
な
く
て
も
、
指
定
日
に
指
定
さ
れ
た
預

貯
金
口
座
か
ら
自
動
的
に
納
税
さ
れ
ま
す
。 

　
振
替
納
税
利
用
時
の
振
替
納
付
日 

申
告
所
得
税
▼
4
月
２０
日（
金
） 

個
人
事
業
者
の
消
費
税
お
よ
び
地
方
税
▼ 

　
4
月
２６
日（
木
） 

【
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
活
用
を
！
】 

①
確
定
申
告
書
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
作
成

し
て
み
よ
う 

　
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
利
用
す
れ
ば
、

自
宅
な
ど
で
い
つ
で
も
簡
単
に
所
得
税
、
消

費
税
（
個
人
）
の
確
定
申
告
書
や
青
色
申
告

決
算
書
な
ど
が
作
成
で
き
ま
す
。 

②
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
で
申
告
・
納
税 

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
、
自
宅
な

ど
か
ら
申
告
、
納
税
お
よ
び
各
種
申
請
・
届

出
が
で
き
る
便
利
な
シ
ス
テ
ム
で
す
。 

※
事
前
に
電
子
申
告
開
始
届
出
書
と
電
子
証

明
書
の
取
得
等
が
必
要
で
す 

【
申
告
書
（
控
）に
税
務
署
受
付
印
の
押
印
が

必
要
な
か
た
へ
】 

・
郵
送
で
提
出
さ
れ
る
場
合
は
、
申
告
書
（
控
）

お
よ
び
切
手
を
貼
っ
た
返
信
用
封
筒
を
同

封
し
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い 

・
直
接
税
務
署
に
提
出
さ
れ
る
場
合
は
、
申

告
書
と
申
告
書
（
控
）
を
受
付
窓
口
で
担

当
者
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い 

６７
歳
（
昭
和
１５
年
１
月
１
日
以

前
生
）
以
上
の
人
の
税
金
が
大

き
く
増
え
る
っ
て
本
当
？ 

大
き
く
増
え
ま
す（
事
例
2
） 

　
老
年
者
非
課
税
措
置
を
段
階
的
に
廃
止
す

る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

　
そ
の
た
め
、
平
成
１９
年
度
に
は
、
例
え
ば

６７
歳
以
上
で
年
金
収
入
が
2
4
0
万
円
程
度

の
か
た
だ
と
、
１８
年
度
市
県
民
税
が
１
万
円

前
後
、
１９
年
度
は
4
万
円
前
後
、
２０
年
度
は

6
万
円
前
後
と
な
り
、
市
県
民
税
が
１８
年
度

と
比
較
し
て
4
倍
前
後
、
6
倍
前
後
と
段
階

的
に
大
き
く
増
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

税
源
移
譲
で
市
県
民
税
の
負
担

は
増
え
る
の
？ 

　
市
広
報
１０
月
、
１２
月
号
で
も
お
知
ら
せ
し

ま
し
た
が
、
税
源
移
譲
に
伴
う
税
負
担
（
国

の
所
得
税
と
地
方
の
市
県
民
税
の
合
計
額
）

は
変
わ
り
ま
せ
ん
。 

　
た
だ
し
、
平
成
１９
年
か
ら
定
率
減
税
が
廃

止
さ
れ
る
こ
と
等
の
影
響
に
よ
り
、
実
際
の

負
担
額
は
増
加
し
ま
す
。（
詳
し
く
は
次
の

Ｑ
＆
Ａ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
） 

増
え
ま
す 

　
平
成
１９
年
2
月
分
か
ら
、
年
金
が
支
払
わ

れ
る
と
き
に
差
し
引
か
れ
る
源
泉
所
得
税
（
国

税
）
が
減
り
、
そ
の
分
平
成
１９
年
6
月
分
か

ら
市
県
民
税
が
増
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

市
県
民
税
の
申
告
は
ど
う
す
れ

ば
い
い
の
？ 

事例1 平成１７年度 

72歳・年金収入 
288万円（年額） 
夫：課税 

妻：夫の扶養 

夫 

69歳・年金収入 
130万円（年額） 

社会保険料　19万円 

所得割 

均等割 

市県民税 

17年度課税 

※市県民税が増えますが、所得税（国税）が減ります（税源移譲による税率の変更） 

※市県民税が増えますが、所得税（国税）が減ります（税源移譲による税率の変更） 

3,400円 

4,000円 

7,400円 

平成１８年度 

18年度課税 

38,300円 

4,000円 

42,300円 

妻 

平成１９年度 

約2倍（１８年度比較） 

78,000円 

4,000円 

82,000円 

平成２０年度 

約2倍（１８年度比較） 

78,000円 

4,000円 

82,000円 

事例2 平成１７年度 

67歳独身・年金収入 
240万円（年額） 

社会保険料　22万円 

所得割 

均等割 

市県民税 

非課税 

非課税 

0円 

非課税 

平成１８年度 

18年度課税 

10,000円 

1,300円 

11,300円 

平成１９年度 

約4倍（１８年度比較） 

41,600円 

2,600円 

44,200円 

平成２０年度 

約6倍（１８年度比較） 

62,500円 

4,000円 

66,500円 

　
勝
山
市
で
は
、
下
記
の
日
程
で
『
年

金
受
給
者
の
か
た
が
た
の
申
告
説
明

会
』
を
大
野
税
務
署
と
共
催
で
開
催
し
ま
す

の
で
、
ぜ
ひ
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。 

年
　
金
　
収
　
入 

年
金
所
得 

必要経費 
など 

課
税
所
得 

所得控除 

　年金収入のかたは公的年金等控除、
給与所得者のかたは給与所得控除
がこれにあたります。 

　配偶者控除や扶養控除、
社会保険料控除、医療費控
除などがあります。 

均等割 
（４，０００円） 

＋ 

市県民税 

所得割額 ×10％＝ 

６５
歳
以
上
の「
公
的
年
金
受
給
者
の 

　
　
確
定
申
告
書
作
成
説
明
会
」 

　
　
　
　
　
　
　  

開
催
の
ご
案
内 

大
野
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ 

大
野
税
務
署（
1
６６
ー
2
1
8
0
） 

税
務
課（
1
内
線
2
4
3
・
2
4
4
） 

税
務
課（
1
内
線
2
4
3
・
2
4
4
） 
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